
　町では風水害や地震等の災害が起きたときに自力で避難することが困難な方に

対して、地域住民や関係機関等が協力して、災害時の安否確認や迅速な避難支援

が行われるよう「災害時要援護者個別計画」を作成します。 

この制度は災害時に被害を少しでも減らそう

とするものです。登録したからといって必ず支

援を受けられるとは限りません。避難を支援す

る方も突然の災害時などには被災する場合もあ

ります。自分の身は自分で守るという意識を持

って災害に備え、日頃から支援者や近隣の方々

とコミュニケーションをとり地域で支え合うよ

う心がけてください。

要援護者個別計画を作成し災害時の支援を受け

るには、登録された情報を関係機関に提供するこ

とについての同意が必要です。(登録された情報

は安否確認・避難支援等の目的以外には使用しま

せん。)

【情報提供先】

八峰町民生児童委員協議会・八峰町社会福祉

協議会・自治会・消防団・自主防災組織・

八峰町地域包括支援センター・八峰消防署・

能代警察署

上記の要件①から⑥に当てはまる方は、地区の

民生児童委員がお宅に訪問しますので登録の意向

をお伝えください。また上記の①から⑥の要件に

あてはまらないが災害時に支援が必要な方は役場

福祉保健課までご連絡ください。

八峰町福祉保健課 福祉係
電話 ７６ー４６０８

問い合わせ先
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・
・・
・・・

・・・・・・・・・・・・・・

災害時に、自力で避難することが困難な方で次のような方が対象となります。

① 65歳以上の一人暮らし高齢者

② 75歳以上の方のみで構成される世帯

③ 身体障害者手帳1級から3級を所持し、体幹・下肢・視覚・聴覚に障害のある方

④ 療育手帳Ａを所持する方で一人暮らし及びこれに準ずる方

⑤ 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者

⑥ 要介護3以上の認定を受けられている方

⑦ その他災害時に支援が必要な方

(施設･病院等に長期入所･入院されている方は対象となりません。)

～災害時要援護者避難支援制度のお知らせ～ 

対象となる方

登 録 方 法

登録にあたっての注意事項

申請される方へのお願い
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●
保
育
に
欠
け
る
児
童
と
は

①
両
親
等
が
家
庭
の
外
で
仕
事
を
し
て
い

る
場
合
。

②
両
親
等
が
家
庭
内
で
児
童
と
離
れ
て
日

常
の
家
事
以
外
の
仕
事
を
し
て
い
る
場

合
。

③
親
の
い
な
い
家
庭
。

④
母
親
が
出
産
前
後
、
病
気
、
心
身
に
障

害
が
あ
る
場
合
。

※
出
産
の
前
後
と
は
、
妊
娠
、
妊
娠
中
・

出
産
後
間
も
な
い
こ
と
。

⑤
児
童
の
家
庭
に
長
期
に
わ
た
る
病
人
や

心
身
に
障
害
の
あ
る
人
が
あ
り
、
親

が
い
つ
も
そ
の
看
護
に
あ
た
っ
て
い

る
場
合
。

⑥
火
災
や
風
水
害
地
震
等
の
復
旧
に
あ

た
っ
て
い
る
場
合
。

※
①
か
ら
⑤
の
児
童
の
家
庭
で
両
親
以

外
の
人
が
児
童
の
保
育
が
で
き
る
場

合
は
除
か
れ
ま
す
。

●
入
所
対
象
児
童

生
後
３
カ
月
以
上
（
平
成
22
年
12
月

31
日
以
前
に
生
ま
れ
た
児
童
）

※
保
育
実
施
の
申
込
期
間
は
、
小
学
校

就
学
時
期
に
達
す
る
ま
で
の
保
育
の

実
施
を
必
要
と
す
る
期
間
で
す
。

●
受
付
期
間

１
月
11
日(

火)

〜
２
月
７
日(

月)

●
受
付
場
所

八
峰
町
役
場

幼
児
保
育
課

町
内
各
子
ど
も
園

☆
沢
目
子
ど
も
園

☆
塙
川
子
ど
も
園

☆
八
森
子
ど
も
園

☆
観
海
子
ど
も
園

☆
岩
館
子
ど
も
園

●
申
込
書
類

入
所
該
当
児
童
（
平
成
17
年
４
月
２
日

〜
平
成
22
年
12
月
31
日
生
）
の
保
護

者
に
申
し
込
み
書
類
を
送
付
し
ま
す
。

申
込
書
に
は
必
要
な
添
付
書
類
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
、
送
付
さ
れ
る
案
内
書
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

●
入
所
要
否
の
決
定

申
込
書
類
を
調
査
の
う
え
、
後
日
通

知
し
ま
す
。

●
保
育
料

保
育
料
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。
こ

の
ほ
か
、
保
護
者
の
所
得
、
兄
弟
の

人
数
に
よ
っ
て
す
こ
や
か
子
育
て
支

援
事
業
に
よ
る
助
成
が
あ
り
ま
す
。

●
問
合
せ

八
峰
町
役
場

幼
児
保
育
課

（
牲
７
６
ー
４
６
１
２
）

新
年
度
の
子
ど
も
園
入
園
児
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。
保
育
に
欠
け
る
児

童
の
入
所
を
希
望
す
る
方
は
、
各
子
ど
も
園
に「
保
育
所
入
所
申
込
書
」を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

子とも園の運営費には、電源立地地域対策交付金が活用されています。

〜
受
付
は
２
月
７
日（
月
）ま
で
〜

※同じ子ども園に２人以上入所した場合、２人目（弟、妹）の園児が半額に
なり、３人目以降は免除となります。（多子軽減）

※（母子世帯等免除）とは、第２、第３階層に認定された母子（父子）世帯や
障害者のいる世帯等が適用されます。

※このほか、すこやか子育て支援事業による保育料助成があります。

八峰町立子ども園保育料 （平成２２年度）※参考

第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

第５階層

第６階層

第７階層

第８階層

３歳未満児童各月初日における入所児童の世帯の状況

生活保護法による被保護世帯

３歳以上児童

所得税
非課税
世 帯

所得税
課 税
世 帯

0円

3,600円

0円

11,550円

10,550円

18,900円

24,900円

29,000円

38,500円

50,500円

0円

5,400円

0円

13,650円

12,650円

21,000円

26,700円

30,500円

40,000円

52,000円

町民税非課税世帯

（母子世帯等免除）

町民税課税世帯

（母子世帯等免除）

40,000円未満

40,000円以上
103,000円未満

103,000円以上
413,000円未満

413,000円以上
734,000円未満

734,000円以上


